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内
部
者
取
引
の
民
事
救
済

並

木

和

夫

38

序輔
、

二
、

　
121’432

四
’3

　
論

証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
と
課
題

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
の
発
展

　
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
訴
の
構
成
要
件

　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
ー
虚
偽
表
示
お
よ
び
表
示
の
暇
疵
の
事
例
i

　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
－
表
示
の
欠
歓
の
事
例
－

　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
ー
組
織
さ
れ
た
大
規
模
な
取
引
所
を
通
し
た
集
団
取
引
の
事
例
－

市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論

　
合
衆
国
に
お
け
る
判
決
の
事
例

　
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
の
基
礎

ω
　
効
率
的
資
本
市
場
の
理
論

ω
　
投
資
者
行
動
に
つ
い
て
の
市
場
モ
デ
ル

　
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論

日
本
法
と
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論



序

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
審
議
会
に
よ
る
報
告
書
、
「
内
部
者
取
引
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
、
昭
和
六
三

年
に
証
券
取
引
法
の
一
部
改
正
（
以
下
、
「
今
回
の
改
正
」
と
呼
ぶ
．
）
が
行
わ
れ
、
初
め
て
本
格
的
な
内
部
者
取
引
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
内
部
者
取
引
の
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定

し
て
い
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
報
告
書
は
、
皿
内
部
者
取
引
の
規
制
の
在
り
方
、
の
4
内
部
者
取
引
に
対
す
る
刑
事
罰
則
の
整
備
、
の
㈹
民
事

賠
償
の
項
に
お
い
て
、
「
内
部
者
取
引
を
し
た
者
が
そ
の
相
手
方
に
対
し
履
行
す
べ
き
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
実
効
性
を
持
ち
う

る
よ
う
な
処
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
取
引
所
取
引
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
．
原
告
適
格
、
訴
訟
手
続
等
に
つ
い

て
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
中
期
的
な
課
題
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
．

　
か
く
し
て
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
の
問
題
は
、
当
面
、
民
法
の
一
般
の
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
を
考
え
る
に
際
し
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

内部者取引の民事救済

一
、

証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
と
課
題

　
内
部
者
取
引
規
制
の
問
題
は
、
平
成
二
年
の
私
法
学
会
に
お
け
る
商
法
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ー
ム
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
礎
報

告
に
お
い
て
、
江
頭
教
授
が
、
「
今
こ
の
問
題
を
学
会
で
議
論
す
る
意
義
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
イ
ン
サ
イ
ダ
！
取
引
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ま
だ
学
会
で
十
分
議
論
が
さ
れ
つ
く
し
た
と
は
言
え
な
い
…
…
。
」
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
森
田
教
授
が
、
「
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
…
…
な
ぜ
悪
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
突
き
詰
め
て
い
く
と
い
う
作
業
が
学
者
の
側
で
必
要
で
は
な
い
か
。
」
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と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
．
未
だ
そ
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
が
不
明
確
で
あ
る
。
か
く
て
、
内
部
者
取
引
の

民
事
救
済
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
規
定
は
法
定
の
責
任
を
課
す
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
法

が
法
と
し
て
効
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
正
当
な
根
拠
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
法
の
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、
当
該
の
規
定

の
性
質
は
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
拙
稿
「
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
基
礎
理
論
の
研
究
」
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
性
質
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

証
券
の
取
引
に
際
し
て
の
詐
欺
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。

　
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
規
定
の
性
質
が
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
の
詐
欺
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
内
部

者
取
引
の
民
事
救
済
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
詐
欺
の
規
定
（
民
法
第
九
六
条
）
と
不
法
行
為
の
規
定
（
民
法
第
七
〇
九
条
）
と
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
が
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
を
考
え
る
に
際
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
表
意
者
の
欺
岡
行
為
へ
の
信
頼
の
要
件
を
ど
の
よ

う
に
し
て
充
足
さ
せ
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
、
民
法
第
九
六
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
詐
欺
者
が
、
①
故
意
に
、
②
欺

岡
行
為
を
し
た
こ
と
、
③
表
意
者
が
、
欺
岡
行
為
を
信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
④
錯
誤
に
基
づ
い
て
意
思
表
示
を
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
、
の
四
要
件
が
、
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
現
代
の
証
券
の
取
引
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
証
券
取
引
所
を
通
し
た
集
団
取
引
（
取
引
所
取
引
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
証
券
取
引

所
を
通
さ
な
い
で
当
事
者
が
直
接
す
る
相
対
取
引
に
お
い
て
は
、
表
意
者
が
反
対
当
事
者
が
な
し
た
欺
岡
行
為
に
信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ

た
と
言
い
易
い
が
、
集
団
取
引
に
お
い
て
は
、
表
意
者
が
反
対
当
事
者
が
な
し
た
欺
圏
行
為
に
信
頼
し
て
錯
誤
に
陥
っ
た
と
言
う
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
結
局
、
「
信
頼
の
要
件
」
が
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
我
が
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
を
定
め
る
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
を

定
め
る
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
性
質
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
の

40



詐
欺
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
て
．
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
詐
欺
の
理
論
を
基
礎
と
し
て
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
が
図
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
．
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
「
信
頼
の
要
件
」
は
、
内
部
取
引
者
（
本
来
な
ら
、
「
内
部
者
取
引
者
」
と
表
現
す

べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
目
本
語
と
し
て
座
り
が
悪
い
の
で
、
敢
え
て
「
内
部
取
引
者
」
と
呼
ぶ
．
）
が
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
反
対

当
事
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
た
め
の
一
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
内
部
者
取
引
規
制
の
先
輩
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
．
「
信
頼
の
要
件
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
充
足
さ
せ
ら
れ

て
き
た
か
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
役
立
つ
と
考
え
る
。

二
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
の
発
展

　
1
　
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
訴
の
構
成
要
件

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
を
定
め
る
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
に
違
反
す
る
行
為
を
原
因
と
し
て

損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
訴
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
判
例
上
、
被
告
が
、
①
故
意
（
ω
。
雪
§
）
に
、
②
重
要
な
事
実
（
量
§
芭
誉
け
）

に
つ
い
て
、
③
虚
偽
の
表
示
（
巨
。
・
器
器
幕
暮
）
ま
た
は
真
実
の
秘
匿
（
。
巨
路
邑
を
し
、
原
告
が
、
④
こ
れ
に
信
頼
し
て
（
9
善
喜
夢
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

宮
騨
馨
痛
琶
芭
）
、
証
券
の
売
買
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
⑤
損
害
を
被
っ
た
こ
と
を
、
原
告
が
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内部者取引の民事救済

　
2
　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
－
虚
偽
表
示
お
よ
び
表
示
の
暇
疵
の
事
例
ー
ー

　
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
i
五
に
違
反
す
る
行
為
を
原
因
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
訴
の
一
構
成
要
件
で
あ
る
「
信
頼
の
要

件
」
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
か
つ
て
は
、
信
頼
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
正
当
な
も
の
（
器
器
。
蕃
幕
賃
甘
当
獣
び
一
①
）
、
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
要
件
が
厳
密
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
近
時
に
お
い
て
は
、
信
頼
の
要
件
を
緩
和
し
、

41
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信
頼
の
要
件
を
要
求
す
る
目
的
は
、
内
部
者
取
引
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
の
「
重
要
性
」
の
要
件
に
よ
っ
て
代
置
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
し
（
目
暮
＆
鑑
蔓
田
昌
q
警
幕
三
毒
藍
琶
＝
蔓
）
、
あ
る
い
は
．
情
報
の
重
要
性
の
要
件
は
、
合
理
的
な
投
資
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
虚
偽
表

示
ま
た
は
真
正
情
報
の
秘
匿
に
よ
っ
て
投
資
判
断
に
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
客
観
的
指
標
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
に
過
ぎ
ず
、

ま
た
、
信
頼
の
要
件
は
、
内
部
取
引
者
が
行
っ
た
虚
偽
表
示
ま
た
は
真
正
情
報
の
秘
匿
が
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
主
観
的
指
標
と
し
て
要
求
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
信
頼
の
要
件
を
緩
和
す
る
判
決
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
信
頼
の
要
件
は
、
内
部
者
取
引
の
反
対
当
事
者
が
、
虚
偽
表
示
が
存
在
す
る
か
、
何
ら
か
の
真
正
情
報
が
欠
歓
し
た
、
情
報
開

示
の
た
め
の
公
式
の
開
示
書
類
を
、
現
実
に
読
ん
だ
場
合
に
は
、
こ
れ
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
開
示
の
内
容
を
口
頭
で
告
げ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
や
、
正
式
文
書
以
外
の
文
書
を
読
ん
で
知
っ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
か
く
し
て
、
裁
判
所
は
、
信
頼
の
要
件
に
つ
い
て
柔
軟
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
勺
き
母
霞
＜
。
≦
o
罵
事
件
に
お
い
て
は
、
被

告
に
よ
る
不
完
全
な
開
示
を
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
、
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
紙
の
記
事
を
読
ん
で
証
券
の
売
買
を

行
っ
た
原
告
に
つ
い
て
、
被
告
が
な
し
た
表
示
に
信
頼
し
て
証
券
取
引
を
行
っ
た
も
の
と
認
定
し
た
．
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3
　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
i
表
示
の
欠
飲
の
事
例
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
一
九
七
二
年
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
＞
翰
一
一
彗
a
q
富
9
膏
Φ
塗
‘
q
三
ひ
a
ω
蜜
ひ
＄
事
件
の
判
決
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
辺
）

　
q
富
∪
①
話
一
8
ヨ
①
暮
O
o
暮
a
帥
ひ
一
9
は
、
d
富
評
詳
径
8
＞
9
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
｝
部
族
で
あ
る
q
鼠
族
の
混
血
者

に
分
配
さ
れ
る
べ
き
資
産
を
所
有
・
管
理
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
困
お
ひ
ω
8
霞
一
蔓
窪
爵
亀
O
笹
は
、
q
富
∪
①
奉
－

一
8
ヨ
Φ
暮
O
o
暮
。
三
8
の
株
式
の
名
義
書
換
代
理
人
（
霞
導
⑩
憲
品
①
邑
で
あ
っ
て
、
q
審
U
Φ
お
一
8
目
Φ
暮
O
。
暮
9
暮
帥
8
が
発
行
し
た
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株
式
の
寄
託
を
受
け
て
い
た
会
社
で
あ
る
。

　
q
言
U
Φ
＜
Φ
一
8
目
①
暮
O
。
暮
8
暮
帥
8
の
株
主
で
あ
る
混
血
者
た
る
原
告
ら
は
、
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
六
四
年
に
か
け
て
、
そ
の
保
有

す
る
夏
Φ
∪
雲
Φ
一
8
ヨ
Φ
暮
O
。
愚
。
鍔
菖
8
の
株
式
を
、
一
株
当
た
り
三
〇
〇
ド
ル
か
ら
七
〇
〇
ド
ル
の
対
価
で
、
固
お
・
ω
8
醇
一
蔓
団
導
犀

亀
q
蜜
の
役
員
で
あ
っ
た
国
亀
器
ヨ
お
よ
び
O
巴
Φ
（
い
ず
れ
も
、
田
曇
の
9
鼠
身
切
導
犀
亀
q
鼠
銀
行
の
役
員
と
し
て
、
q
富
U
①
奉
一
8
塞
暮

O
。
巷
3
慧
9
の
株
式
に
つ
い
て
、
目
暫
詩
9
目
爵
零
の
役
割
を
担
当
し
て
い
た
．
）
等
に
売
却
し
た
が
、
当
時
、
q
富
U
薯
巴
8
窮
①
暮
Q
o
暮
o
冨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ぎ
昌
の
株
式
は
、
白
人
間
の
市
場
に
お
い
て
は
、
一
株
当
た
り
五
〇
〇
ド
ル
か
ら
七
〇
〇
ド
ル
の
対
価
で
売
買
さ
れ
て
お
り
、
頃
亀
器
目

お
よ
び
O
亀
①
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
原
告
ら
は
、
国
巴
。
。
Φ
目
お
よ
び
Ω
亀
⑦
に
対
し
て
、
鵠
巴
器
ヨ
お
よ
び
O
巴
Φ
は
、
目
鴛
犀
9
ヨ
爵
霞
と
し
て
、
白
人
間
に

お
い
て
、
O
審
U
S
巴
8
ヨ
Φ
暮
O
o
唇
霧
即
げ
一
9
の
株
式
が
高
値
で
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
開
示
せ
ず
に
、
原
告

が
所
有
す
る
卑
。
U
Φ
お
一
8
ヨ
Φ
暮
O
。
暮
興
蝕
8
の
株
式
を
、
時
価
よ
り
低
い
価
格
で
買
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
ら
は
、
売
却
価

格
と
時
価
と
の
差
額
に
相
当
す
る
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
．
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
ー
五
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を

提
起
し
た
。

　
第
一
審
判
決
は
請
求
を
認
容
し
た
が
、
第
二
審
判
決
は
原
告
ら
に
よ
る
「
信
頼
」
の
証
明
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
第
一
審
判

決
を
破
棄
し
た
た
め
、
原
告
ら
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
頃
器
一
①
目
お
よ
び
O
巴
Φ
ら
が
、
ヨ
畦
犀
9
巨
爵
霞
と
し
て
、
開
示
義
務
を
負
う
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
示

義
務
を
全
く
履
行
し
な
か
っ
た
、
本
件
の
如
き
事
情
の
下
で
は
、
「
信
頼
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
は
、
損
害
の
回
復
の
前
提
要
件

と
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
て
、
第
二
審
判
決
を
破
棄
し
て
、
原
審
に
差
戻
し
た
．

　
そ
の
後
の
下
級
審
の
判
決
の
中
に
は
、
卜
臣
一
帥
彗
a
q
言
Q
憲
器
戻
＜
。
q
巳
φ
a
幹
暮
①
の
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
よ
う
に
、

「
信
頼
の
要
件
」
は
．
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
違
反
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
訴
の
前
提
要
件
と
は
さ
れ
な
い
も
の
と
理
解
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（
15
）

す
る
も
の
も
あ
る
が
、
下
級
審
の
判
決
の
多
く
は
、
》
臼
一
一
暮
亀
O
言
O
§
器
戻
‘
O
巳
ひ
a
幹
暮
霧
事
件
の
よ
う
な
全
く
の
不
開
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

状
況
の
下
に
お
い
て
は
．
信
頼
し
た
と
い
う
推
定
が
は
た
ら
く
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
ま
た
こ
の
推
定
は
、
反
証
を
も
っ
て
覆
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
理
解
し
て
い
る
。

　
4
　
判
例
上
の
「
信
頼
の
要
件
」
の
取
扱
－
組
織
さ
れ
た
大
規
模
な
取
引
所
を
通
し
た
集
団
取
引
の
事
例
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
留
警
冒
9
く
。
b
零
言
8
p
事
件

　
一
九
八
八
年
の
望
馨
ぎ
9
ダ
ピ
①
≦
諾
呂
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
と
し
て
、
初
め
て
、
組
織
さ

れ
た
大
規
模
な
取
引
所
を
通
し
た
集
団
取
引
に
お
け
る
「
信
頼
の
要
件
」
の
問
題
を
．
「
市
場
に
対
す
る
詐
欺
（
勾
蚕
鼠
。
暮
ぎ
暴
鱒
色
の

理
論
」
を
用
い
て
解
決
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

　
上
告
人
（
被
告
）
切
琶
。
ご
8
暮
自
暮
亀
は
、
鉄
鋼
会
社
が
用
い
る
、
化
学
的
非
溶
解
物
質
（
畠
①
巨
邑
轟
蚕
9
＆
緩
）
の
製
造
を
主
た

る
事
業
と
す
る
上
場
会
社
で
あ
り
、
被
上
告
人
（
原
告
）
冒
舞
い
い
雪
ぎ
8
嵩
は
、
望
馨
冒
8
暮
自
暮
a
の
株
主
で
あ
り
、
訴
外
O
。
琴

冨
畳
8
国
お
営
＄
二
轟
ぎ
。
。
は
、
ア
ル
、
・
・
ニ
ゥ
ム
を
原
料
と
す
る
非
溶
解
物
質
の
製
造
を
主
た
る
事
業
と
す
る
会
社
で
あ
っ
た
。

　
O
。
目
言
昌
8
国
鑛
言
8
二
凝
ぎ
9
は
、
一
九
六
五
年
初
頭
な
い
し
一
九
六
六
年
初
頭
頃
か
ら
、
田
器
ざ
ぎ
8
唇
8
暮
a
を
合
併
す
る

意
欲
を
表
明
し
て
き
た
が
、
同
社
を
合
併
す
る
こ
と
が
、
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
虞
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
の
実
現
を
控
え
て
い
た
。

一
九
七
六
年
に
至
り
、
同
社
を
合
併
す
る
こ
と
が
独
占
禁
止
法
に
違
反
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
、
一
九
七
六
年
一
二
月
二

五
日
に
作
成
さ
れ
た
「
戦
略
案
」
と
題
す
る
文
書
に
お
い
て
は
、
田
器
ざ
ぎ
8
暮
畦
辞
a
を
一
一
一
千
万
ド
ル
で
買
収
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

　
O
。
巨
び
毒
ぎ
口
国
鑛
言
。
霞
営
㎎
ぎ
9
の
代
表
者
は
、
一
九
七
六
年
九
月
初
頭
か
ら
、
切
器
ざ
冒
8
愚
8
暮
亀
の
取
締
役
お
よ
び
役
員
ら

と
面
談
等
を
重
ね
、
合
併
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
が
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
八
年
に
か
け
て
、
切
器
ざ
ζ
8
壱
9
暮
＆
は
、
合
併
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の
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
三
回
の
公
式
発
表
を
行
っ
た
。

　
一
九
七
八
年
一
二
月
一
八
日
に
至
り
、
野
路
ご
8
暮
自
暮
a
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
に
対
し
て
、
同
社
株
式
の
取
引
を
一

時
停
止
す
る
よ
う
に
求
め
る
と
と
も
に
、
同
社
は
、
他
社
か
ら
合
併
を
勧
誘
さ
れ
て
い
る
旨
の
発
表
を
行
っ
た
。
評
旨
冒
8
暮
亀
暮
a

の
取
締
役
会
は
、
一
二
月
一
九
日
に
、
O
o
日
嘗
当
9
宰
笹
器
＆
眞
H
壼
に
よ
る
浮
警
冒
8
暮
a
暮
a
の
普
通
株
式
を
一
株
当
た
り

四
六
ド
ル
に
よ
っ
て
買
収
す
る
旨
の
公
開
買
付
の
支
持
を
決
議
し
、
翌
日
、
同
社
は
、
O
。
旨
言
当
8
国
鑛
ぎ
8
二
罐
H
琴
。
に
ょ
る
株
式

公
開
買
付
を
支
持
す
る
旨
の
公
式
発
表
を
行
っ
た
．

　
そ
こ
で
、
同
社
に
よ
る
第
一
回
目
の
合
併
交
渉
を
否
定
す
る
旨
の
公
式
発
表
と
同
社
に
よ
る
公
開
買
付
を
支
持
す
る
旨
の
公
式
発
表
が

な
さ
れ
る
間
に
、
切
器
ざ
ぎ
8
唇
8
暮
亀
の
株
式
を
売
却
し
た
被
上
告
人
（
原
告
）
竃
貰
い
冨
三
房
8
が
、
上
告
人
に
ょ
る
、
合
併
交

渉
を
否
定
す
る
旨
の
虚
偽
の
公
式
発
表
に
信
頼
し
て
、
株
式
を
売
却
し
た
た
め
、
売
却
価
格
と
公
開
買
付
価
格
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
望
警
冒
8
暮
。
蚕
σ
a
の
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
国
鐘
。

ζ
8
暮
畠
暮
a
の
責
任
を
追
及
す
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
提
起
し
た
。
第
一
審
判
決
は
、
冒
舞
い
ピ
①
三
蒙
8
に
よ
る
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
提
起
を
認
め
た
が
、
】
W
器
ざ
ぎ
8
暮
窪
暮
a
に
ょ
る
、
当
該
虚
偽
表
示
は
、
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
に
は
重
大
な
虚

偽
表
示
で
は
な
か
っ
た
、
と
の
抗
弁
を
容
れ
、
略
式
判
決
（
警
目
欝
員
』
＆
賢
Φ
邑
に
よ
っ
て
請
求
を
棄
却
し
た
。
第
二
審
判
決
は
、
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
提
起
を
認
め
た
原
審
の
判
断
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
「
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
」
に
基
づ
い
て
、
冒
貰
い

冒
①
く
ぎ
ω
目
に
よ
る
浮
警
ぎ
8
暮
a
暮
a
が
な
し
た
虚
偽
表
示
に
対
す
る
信
頼
は
推
定
さ
れ
る
と
し
て
、
原
審
の
略
式
判
決
を
破
棄
し
、

田
警
ζ
8
暮
8
魯
a
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
こ
で
、
閃
器
8
ぎ
8
唇
自
暮
＆
は
、
第
二
審
の
判
決
が
、
「
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理

論
」
を
用
い
て
信
頼
の
要
件
を
免
除
し
た
の
は
違
法
で
あ
り
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
違
反
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴

を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
表
示
に
対
す
る
信
頼
が
そ
の
前
提
要
件
と
さ
れ
る
、
と
主
張
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
上
告
し
た
。

　
国
碧
犀
ヨ
醒
判
事
に
よ
る
多
数
意
見
は
、
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「
初
期
に
お
け
る
詐
欺
の
事
例
は
、
相
対
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
の
証
券
市
場
に
お
い
て
は
、
日
々
何
百

万
株
も
の
株
式
が
転
々
と
流
通
し
て
お
り
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
に
基
づ
く
私
的
救
済
に
お
い
て
要
件
と
さ
れ
る
信
頼
の
要
件

に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
は
、
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冒
器
ピ
目
＜
ω
Φ
。
弩
置
＄
＝
該
讐
ぎ
ロ
事
件

に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
相
対
取
引
に
お
い
て
、
投
資
者
の
情
報
に
対
す
る
信
頼
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
当
該
情
報
に
対
す
る
投
資
者
の
主
観
的
評
価

（
㎎
昌
誉
馨
。
鷺
§
凝
）
を
間
題
と
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

　
市
場
の
出
現
に
よ
り
、
市
場
は
、
売
主
と
買
主
と
の
間
に
介
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
理
念
的
に
言
え
ば
、
市
場
は
、
市
場
に
お
い
て
加

工
さ
れ
た
市
場
価
格
と
い
う
形
で
、
情
報
を
投
資
者
に
伝
達
す
る
。
か
く
て
、
市
場
は
、
相
対
取
引
に
お
い
て
は
投
資
者
が
自
ら
行
う
評

価
の
機
能
の
多
く
を
、
投
資
者
に
代
わ
っ
て
営
む
。
す
な
わ
ち
、
市
場
は
、
投
資
者
の
た
め
の
無
給
の
代
理
人
と
し
て
、
全
て
の
入
手
可

能
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
当
該
株
式
の
価
値
は
市
場
価
格
に
等
し
い
と
い
う
情
報
を
、
投
資
者
に
対
し
て
提

供
す
る
。
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
…
…
訴
訟
経
済
並
び
に
公
正
性
、
公
序
、
お
よ
び
蓋
然
性
、
に
配
慮
す
る
と
、
…
…
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
に
基
づ
い
て
信
頼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

推
定
し
た
こ
と
は
、
不
適
切
で
は
な
い
。
」

と
述
べ
て
、
望
警
コ
8
暮
自
暮
a
に
よ
る
控
訴
を
斥
け
た
。
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三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論

1
　
合
衆
国
に
お
け
る
判
決
の
事
例

評
警
ご
9
く
。
冨
ゑ
房
9
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
は
、

譲
窪
言
判
事
お
よ
び
○
．
Q
o
目
窪
判
事
に
よ
る
反
対
意
見
が



あ
り
、
結
局
、
こ
の
判
決
は
、
四
対
二
の
多
数
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
今
後
と
も
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理

論
を
維
持
し
て
行
く
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
下
級
審
の
判
決
は
、
切
器
ざ
ぎ
9
く
．
富
ヱ
駐
8
事
件
の
前
か
ら
、
市
場
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

る
詐
欺
の
理
論
を
用
い
て
．
信
頼
の
問
題
を
解
決
し
て
き
て
お
り
、
特
に
、
事
実
審
で
あ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
市
場
に
対

す
る
詐
欺
の
法
理
を
採
用
す
る
傾
向
が
強
く
、
中
に
は
、
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
に
よ
っ
て
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
l
五
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
全
て
の
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
、
信
頼
の
推
定
が
は
た
ら
く
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
原
告
に
重
い

挙
証
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
と
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
活
性
化
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値

判
断
に
基
づ
く
。

内部者取引の民事救済

　
2
　
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
の
基
礎

　
合
衆
国
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
を
定
め
る
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
に
違
反
す
る
行
為
を
原
因
と
し
て
損
害
賠
償

責
任
を
追
及
す
る
訴
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
判
例
上
、
被
告
が
、
①
故
意
（
畳
曾
§
）
に
、
②
重
要
な
事
実
（
暴
§
巨
♂
9
）
に
つ
い

て
、
③
虚
偽
の
表
示
（
三
婁
§
馨
邑
ま
た
は
環
疵
あ
る
表
示
も
し
く
は
表
示
の
欠
敏
（
。
旨
艶
9
）
を
し
、
原
告
が
、
④
こ
れ
に
信
頼
し

て
（
8
≦
げ
酵
夢
Φ
三
暫
馨
痛
器
一
芭
）
、
証
券
の
売
買
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
⑤
損
害
を
被
っ
た
こ
と
を
、
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
効
率
的
な
市
場
に
お
け
る
証
券
の
売
買
に
関
し
て
生
ず
る
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇

b
！
五
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
に
お
い
て
は
、
原
告
は
、
証
券
の
売
買
の
意
思
決
定
に
際
し
て
、
被
告
に
よ
る
虚
偽
表

示
ま
た
は
蝦
疵
あ
る
表
示
に
信
頼
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
は
な
く
、
当
該
証
券
の
市
場
価
格
の
無
欠
性
、
す
な
わ
ち
、
当
該
市
場
価

格
が
、
当
該
証
券
お
よ
び
そ
の
発
行
者
に
つ
い
て
の
、
一
般
に
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
に
信
頼
し

た
こ
と
を
、
主
張
・
立
証
す
れ
ば
足
り
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
が
虚
偽
表
示
ま
た
は
表
示
の
欠
歓
も
し
く
は
蝦
疵
あ
る
表
示
を
な
し
た
事

実
は
、
利
用
可
能
な
情
報
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
市
場
価
格
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
効
能
を
持
つ
、
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
は
、
財
務
経
済
論
（
Φ
8
ぎ
鼠
。
き
島
旨
き
。
巨
夢
8
蔓
）
上
の
、
効
率
的
資
本

市
場
の
理
論
と
投
資
者
行
動
に
つ
い
て
の
市
場
モ
デ
ル
に
基
礎
を
置
く
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
ω
　
効
率
的
資
本
市
場
の
理
論

　
効
率
的
資
本
市
場
の
理
論
（
昏
箒
暮
。
畳
琶
壼
詩
g
ξ
冒
ぎ
器
”
目
竃
頃
）
は
、
証
券
の
現
時
の
市
場
価
格
が
、
当
該
証
券
の
将
来

価
格
を
総
体
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
検
証
に
際
し
て
発
せ
ら
れ
た
間
は
、
市
場
に
お
け
る
評
価
以
外
に
、
投
資
者

を
し
て
、
証
券
の
将
来
価
格
の
よ
り
正
し
い
評
価
を
な
さ
し
め
得
る
情
報
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
問
が
発
せ
ら
れ
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
資
者
と
し

て
は
、
過
小
評
価
さ
れ
た
証
券
を
購
入
し
、
か
つ
過
大
評
価
さ
れ
た
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が

可
能
な
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
三
種
の
実
証
的
検
証
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
第
一
は
、
証
券
の
過
去
の
達
成
価
格
が
、
当
該
証
券
の
将
来
価
格
を
予
想
す
る
の
に
役
立
ち
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
検
証
で
あ

る
。
そ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
証
券
の
価
格
は
成
行
き
次
第
で
あ
る
の
で
、
投
資
者
と
し
て
は
、
証
券
の
過
去
の
達
成
価
格
を
用
い
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

で
は
、
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
当
該
証
券
お
よ
び
そ
の
発
行
会
社
に
つ
い
て
の
一
般
に
利
用
可
能
な
情
報
が
、
当
該
証
券
の
将
来
価
格
を
予
想
す
る
の

に
役
立
ち
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
検
証
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
証
券
の
価
格
は
迅
速
か
つ
正
確
に
こ
の
よ
う
な
情
報
を
反
映

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

す
る
の
で
、
投
資
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
用
い
て
継
続
し
て
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
そ
の
第
三
は
、
当
該
証
券
ま
た
は
そ
の
発
行
者
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
利
用
不
可
能
で
あ
り
、
特
定
の
投
資
家
だ
け
が

利
用
可
能
な
も
の
が
、
当
該
証
券
の
将
来
価
格
を
予
想
す
る
の
に
役
立
ち
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
証
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

証
券
の
価
格
は
、
少
な
く
と
も
迅
速
か
つ
正
確
に
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
反
映
し
な
い
の
で
、
投
資
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
未
公
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（
2
6
）

開
の
情
報
に
基
づ
い
て
証
券
を
取
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
検
証
の
結
果
が
、
効
率
的
資
本
市
場
の
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
効
率
的
な
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
証
券

の
価
格
は
、
当
該
証
券
お
よ
び
当
該
証
券
の
発
行
者
に
関
す
る
全
て
の
利
用
可
能
な
情
報
を
織
り
込
ん
だ
価
格
と
な
る
。

　
㈹
　
投
資
者
行
動
に
つ
い
て
の
市
場
モ
デ
ル

　
投
資
者
行
動
に
つ
い
て
の
市
場
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
の
分
類
に
属
す
る
投
資
者
モ
デ
ル
の
例
と
し
て
は
、
機
関
投
資
家
と
、
ブ
・
ー
カ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
等
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ

る
ア
ナ
リ
ス
ト
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
属
す
る
者
は
．
い
ず
れ
も
、
十
分
な
時
間
と
金
銭
と
を
持
ち
、
し
か
も
、

市
場
で
取
引
さ
れ
て
い
る
証
券
お
よ
び
そ
の
発
行
者
に
関
す
る
情
報
の
探
索
と
分
析
に
優
れ
て
い
る
。

　
こ
の
モ
デ
ル
に
属
す
る
者
は
、
当
該
情
報
を
活
用
し
て
、
効
率
的
で
あ
る
筈
の
市
場
に
含
ま
れ
る
僅
か
な
非
効
率
的
な
部
分
を
発
見
し
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
証
券
の
売
買
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
獲
得
し
た
利
益
の
限
度
で
、
そ
れ

以
上
の
情
報
を
獲
得
し
分
析
を
行
う
。

　
第
二
の
分
類
に
属
す
る
投
資
者
モ
デ
ル
の
例
と
し
て
は
、
一
般
投
資
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
属
す
る
者
は
、
十

分
な
時
間
と
金
銭
を
持
た
ず
、
し
か
も
、
市
場
で
取
引
さ
れ
て
い
る
証
券
お
よ
び
そ
の
発
行
者
に
関
す
る
情
報
の
探
索
と
分
析
に
優
れ
て

い
な
い
。
こ
の
モ
デ
ル
に
属
す
る
者
は
、
た
と
え
資
金
に
余
裕
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
情
報
の
獲
得
に
注
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
者
は
、
た
と
え
情
報
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
幅
な
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
3
　
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論

　
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
は
、
前
述
し
た
効
率
的
市
場
の
理
論
と
、
投
資
者
行
動
に
つ
い
て
の
市
場
モ
デ
ル
の
中
の
第
二
の
モ
デ
ル

と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
論
の
前
提
は
、
①
効
率
的
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
の
価
格
に
影
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響
を
及
ぼ
す
利
用
可
能
な
情
報
を
反
映
し
た
市
場
の
存
在
と
．
②
平
均
的
投
資
者
は
、
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
探
索
・
評
価
し
よ
う

と
は
せ
ず
、
証
券
の
取
引
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
市
場
価
格
だ
け
に
依
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
第
二
の
モ
デ
ル
の
使
用
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
市
場
価
格
と
は
、
証
券
の
価
格
に
影
響
を
及
ぼ
す
利
用
可
能
な
情
報
を
反
映
し
た

価
格
で
あ
り
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
、
内
部
取
引
者
に
お
い
て
、
虚
偽
表
示
ま
た
は
真
正
情
報
の
不
開
示
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当

該
証
券
の
市
場
価
格
は
、
虚
偽
表
示
ま
た
は
不
開
示
の
事
実
も
利
用
可
能
な
情
報
の
一
つ
と
し
て
市
場
価
格
に
織
り
込
ん
だ
も
の
と
な

り
、
取
引
の
相
手
方
と
し
て
は
、
反
対
当
事
者
に
よ
る
虚
偽
表
示
ま
た
は
不
開
示
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
た
市
場
価
格
に
信
頼
し
て
証
券
の

取
引
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
反
対
当
事
者
に
よ
る
欺
岡
行
為
に
信
頼
し
て
取
引
を
行
っ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
、
か
く
し
て
、
内
部

者
取
引
の
民
事
救
済
に
際
し
て
は
、
原
告
当
事
者
は
、
内
部
取
引
者
（
被
告
）
に
よ
る
虚
偽
表
示
ま
た
は
不
開
示
に
信
頼
し
て
証
券
の
取
引

を
行
っ
た
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
必
要
は
な
く
、
単
に
市
場
価
格
に
信
頼
し
て
取
引
を
行
っ
た
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
な

る
。
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四
、
日
本
法
と
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論

　
我
が
国
の
内
部
者
取
引
規
制
を
定
め
る
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
も
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
を
定

め
る
証
券
取
引
法
第
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
も
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
性
質
は
、
証
券
の
取
引
に
際
し
て
の
詐

欺
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
詐
欺
の
理
論
を
基
礎
と
し
て
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
が
図
ら
れ
る
。
し

か
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
「
信
頼
の
要
件
」
は
、
内
部
取
引
者
が
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
反
対
当
事
者
に
対
し
て
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
た
め
の
一
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
内
部
者
取
引
規
制
の
先
輩
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
「
信
頼
の
要
件
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
充
足
さ
せ
ら
れ
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て
ぎ
た
か
を
研
究
し
て
ぎ
た
。

　
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
組
織
さ
れ
た
大
規
模
な
証
券
市
場
を
通
し
て
内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
内

部
者
取
引
の
相
手
方
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
相
手
方
と
し
て
は
、
本
来
、
被
告
（
内
部
取
引
者
）
が
、
①
故
意
に
、
②
重
要
な
事
実
に

つ
い
て
、
③
虚
偽
の
表
示
ま
た
は
秘
匿
を
な
し
、
原
告
が
、
④
そ
れ
を
信
頼
し
て
、
証
券
の
売
買
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
⑤
損
害
を
被
っ

た
こ
と
を
、
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
中
の
「
信
頼
の
要
件
」
は
、
「
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
」
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
主
張
し
立
証
す
る
代
わ
り
に
、
市
場
に
お
け
る
価
格
に
信
頼
し
た
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
市
場
に

お
け
る
価
格
に
信
頼
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
部
取
引
者
に
お
け
る
虚
偽
の
表
示
ま
た
は
秘
匿
に
信
頼
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
筆
者
は
．
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
、
「
市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
」
は
、
我
が
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の

民
事
救
済
に
際
し
て
も
、
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
理
解
す
る
が
、
そ
の
際
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
第
一
に
、
我

が
国
に
お
け
る
証
券
市
場
が
果
た
し
て
効
率
的
な
市
場
で
あ
る
と
言
い
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
第
二
に
、
「
市
場
に
対
す
る
詐

欺
の
理
論
」
の
適
用
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
第
一
に
、
あ
る
市
場
が
効
率
的
で
あ
っ
て
、
利
用
可
能
な
情
報
が
市
場
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、
取
引
が
大
量
か

つ
活
発
に
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
発
行
会
社
お
よ
び
証
券
に
つ
い
て
の
情
報
が
適
切
に
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
会
社
法
お
よ
び
証
券
取
引
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
発
行
会
社
お
よ
び
証
券
に
つ
い
て
の
情
報
が
適
切
に
開
示
さ
れ
る

よ
う
に
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
第
一
の
問
題
点
の
一
例
と
し
て
は
、
商
法
が
定
め
る
資
産
の
評
価
方
法
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
商
法
は
、
会
社
の
資
産

の
評
価
に
つ
い
て
、
原
価
主
義
を
採
っ
て
い
る
（
商
法
第
二
八
五
条
～
二
八
五
条
ノ
七
）
。
原
価
主
義
を
採
る
こ
と
は
、
健
全
性
の
見
地
か
ら
、

会
社
の
債
権
者
の
保
護
に
役
立
つ
が
、
投
資
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
時
価
が
原
価
と
乖
離
し
た
場
合
に
、
会
社
の
資
産
が
正
確
に
貸
借
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対
照
表
に
反
映
さ
れ
な
い
の
で
、
不
適
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
の
解
決
の
方
法
と
し
て
は
、
商
法
の
計
算
規
定
の
改
正
が
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
証
券
取
引
法
に
お
い
て
は
、
既
に
、
有
価
証
券
報
告
書
の
貸
借
対
照
表
に
記
載
す
る
有
価
証
券
で
、
そ
の
時
価
を
合
理

的
に
算
定
で
き
る
も
の
（
時
価
情
報
開
示
対
象
有
価
証
券
）
は
、
そ
の
作
成
日
の
当
該
有
価
証
券
の
時
価
お
よ
び
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
の
差

額
（
含
み
益
又
は
含
み
損
）
を
記
載
す
べ
ぎ
も
の
と
し
て
い
て
（
証
取
法
第
四
条
第
一
項
・
第
五
条
第
一
項
・
第
二
四
条
第
轍
項
．
企
業
内
容
開
示
省

令
第
八
条
第
一
項
．
第
一
五
条
第
一
項
）
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
有
価
証
券
の
取
得
価
額
（
原
価
）
と
と
も
に
そ
の
時
価
を
記
載
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
既
に
発
行
さ
れ
て
、
公
開
の
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
既
発
の
証
券
と
、
新
た
に
発
行
さ
れ
て
、
公
開
の
市
場
に
お

い
て
取
引
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
新
発
の
証
券
と
を
較
べ
て
み
る
と
．
前
者
の
場
合
は
、
取
引
が
大
量
か
つ
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
言

い
易
い
が
、
後
者
の
場
合
は
、
取
引
が
大
量
か
つ
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
。

　
そ
こ
で
、
第
二
の
問
題
の
一
例
と
し
て
は
、
新
発
の
証
券
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
新
発
の
証
券
の
場
合
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
市
場
が
効
率
的
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
内
部
者
取
引
に
お
け
る
民
事
救
済
に
際
し
て
は
、

市
場
に
対
す
る
詐
欺
の
理
論
は
適
用
さ
れ
ず
、
内
部
者
取
引
の
民
事
救
済
を
求
め
る
原
告
と
し
て
は
、
被
告
の
欺
圏
行
為
に
信
頼
し
た
こ

と
を
主
張
し
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

パ ハパパパ54321） ） ）　） ）っ
て
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
、

の
欺
岡
行
為
に
つ
い
て
信
頼
す
る
か
ら
こ
そ
、

資
本
市
場
研
究
会
編
「
内
部
者
取
引
の
在
り
方
に
つ
い
て
ー
証
券
取
引
審
議
会
報
告
1
』
（
一
九
八
八
）
。

江
頭
、
目
本
私
法
学
会
商
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
、
商
事
法
務
一
二
五
五
・
二
．
三
（
一
九
九
〇
）
。

森
田
発
言
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
論
理
と
実
際
、
私
法
五
三
・
一
六
七
（
一
九
九
一
）
。

並
木
（
和
）
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
再
構
成
・
法
学
研
究
六
六
・
一
・
＝
九
（
一
九
九
三
）
。

通
常
、
民
法
第
九
六
条
の
適
用
の
た
め
の
要
件
と
し
て
は
、
①
詐
欺
者
の
故
意
、
②
違
法
な
欺
岡
行
為
、
③
錯
誤
が
あ
る
こ
と
、
④
錯
誤
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
四
要
件
が
挙
げ
ら
れ
（
下
森
、
注
釈
民
法
⑥
詐
欺
の
項
参
照
．
）
、
敢
え
て
信
頼
の
要
件
を
挙
げ
な
い
が
、
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錯
誤
に
陥
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信
頼
の
要
件
は
、
こ
れ
を
③
の
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
要
件
の
中
に
含
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事
法
務
一
二
六
二
・
三
一
（
一
九
九
一
）
が
あ
る
。

切
器
一
9
春
o
o
㎝
q
．
ω
巴
逡
9
一
〇
〇
〇
ω
。
O
ダ
8
9

ω
器
一
P
轟
O
o
q
q
。
ω
●
謡
ρ
一
〇
〇。
一
ω
．
9
’
8
ω
・

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
本
の
研
究
が
あ
る
。
栗
山
、
規
則
一
〇
b
ー
五
に
も
と
づ
く
私
的
訴
権
と
信
頼
・
同
志
社
法
学
三
五
・
一
四
九
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（
一
九
八
四
）
、
近
藤
（
弘
）
、
市
場
に
対
す
る
詐
欺
・
鴻
還
暦
記
念
八
○
年
代
商
事
法
の
諸
相
三
六
嘲
（
一
九
八
五
）
。

（
22
）
℃
Φ
頃
く
。
9
①
ぎ
ぴ
o。
O
①
男
』
α
に
㎝
♪
嵩
臼
（
ω
α
9
吋
■
一
。
・。
。
）
“
r
Φ
＜
む
8
く
，
ω
琶
。
ぎ
。
●
）
刈
o
Q
①
男
臣
置
ピ
起
O
為
9
（
。
δ
げ
9
鉾
お
o。
①
y

　
く
9
＆
”
且
冨
旨
暫
＆
a
」
c
。
q
q
．
の
』
漣
（
一
〇
〇。
o
。
）
“
＝
宮
g
く
●
U
。
窪
臣
魯
陣
。
ダ
ぎ
。
こ
お
“
労
鱒
α
謹
ρ
週
ω
よ
o。
（
一
一
芸
9
『
●
一
〇
〇。
鼻
）
一
。
①
吋
6
●

α
。
邑
①
畠
矯
お
①
q
あ
」
一
器
（
一
。
o
。
U
）
“
日
」
・
寄
ロ
畠
昏
ω
g
。
。
」
β
。
●
＜
。
閃
。
き
O
。
ぴ
ダ
○
匹
帥
．
岸
吋
蒔
器
g
評
①
一
》
暮
げ
こ
刈
嵩
男
濾
一
G
。
ω
O
」
ω
認

　
－
ω
ω
（
一
〇
夢
Ω
ト
お
o。
ω
）
も
①
詳
。
α
Φ
邑
Φ
8
＆
α
d
’
oΩ
●
一
〇
8
（
一
〇
〇
。
わ
）
“
望
。
器
①
く
あ
匹
睾
9
刈
コ
浅
＆
ρ
＆
oQ
－
刈
O
（
㎝
夢
●
O
一
ト
一
〇
〇。
一
）
も
霞
“

　
山
Φ
琶
8
ま
O
q
●
の
’
目
8
（
一
〇
〇〇
もo
）
’

（
2
3
）
≧
①
釜
且
零
く
●
O
Φ
暮
壁
h
畦
目
爵
。
琶
u
客
＜
●
」
卜
。
轟
閂
扇
●
U
。
嵩
o。
」
o
。
“
μ
●
q
（
Z
．
∪
●
昌
●
一
。
o。
o

。
）
は
、
》
邑
馨
a
望
Φ
9
爵
①
房
～

　
〇
三
ひ
8
幹
暮
宏
事
件
の
判
決
と
田
警
く
」
目
●
〈
。
富
丘
諾
。
μ
事
件
の
判
決
と
は
、
い
ず
れ
も
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
b
I
五
が
規
定
す
る

　
各
号
の
違
反
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
の
全
て
に
つ
い
て
、
信
頼
の
推
定
が
は
た
ら
く
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。

（
24
）
評
旨
辞
国
齢
。
一
①
旨
9
豆
鼠
一
竃
器
詩
。
舅
＞
即
o
〈
一
Φ
司
。
塙
醤
8
藁
”
言
国
ヨ
宮
旨
帥
一
≦
o
詩
』
q
9
国
ロ
●
ω
o。
o。
噛
望
－
o。
㎝
（
一
。
刈
○
）
・

（
2
5
）
　
閂
帥
目
欝
聲
質
即
5
9
0
障
り
暮
“
9
よ
O
P

（
2
6
）
　
詳
目
g
』
ξ
蚕
き
け
o
ω
♪
暮
“
O
O
山
o
o
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脱
稿
　
一
九
九
二
年
九
月
壬
二
目

付
記
　
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
ま
L
て
は
．
信
託
協
会
の
ご
援
助
を
載
き
ま
し
た
．
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訂
正
　
証
券
取
引
法
は
平
成
四
年
法
律
第
七
三
号
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
条
文

番
号
が
変
更
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
拙
稿
「
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二

の
基
礎
理
論
の
研
究
」
（
本
誌
六
六
巻
一
号
コ
九
頁
以
下
）
並
び
に
「
内
部

者
取
引
の
民
事
救
済
」
（
同
三
号
三
八
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
不
注
意
に
よ
り

旧
条
文
番
号
を
用
い
ま
し
た
の
で
．
こ
れ
ら
論
文
に
お
け
る
「
第
五
八
条
」
の

表
示
は
、
「
第
一
五
七
条
」
と
、
「
第
一
二
五
条
」
の
表
示
は
、
「
第
一
五
九
条
」

と
、
ま
た
「
第
一
九
〇
条
の
二
」
の
表
示
は
、
「
第
一
六
六
条
」
と
読
み
替
え

て
戴
き
た
く
、
こ
こ
に
お
詫
び
致
し
ま
す
と
と
も
に
、
訂
正
さ
せ
て
戴
き
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
並
木
和
夫
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